
令和６年８月６日  

 

市政記者クラブ 様 

 

教育委員会部活動振興課 

課長：平尾  

課長補佐：惠谷（えたに） 

（９７２―３３８３） 

 

「小学校における新たな運動・文化活動」の運営事業者の変更について 

 

 下記のとおり運営事業者を変更しますので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 変更契約締結年月日 

  令和６年８月６日（火） 

 

２ 変更内容 

※１：構成員：株式会社技研サービス、一般社団法人地域共育推進支援協会 

 

３ その他 

今回、運営事業者を変更する西区、港区、南区、守山区、名東区及び天白区の６区に

ついては、活動実施期間を令和６年１０月１日から令和７年３月３１日までとし、それ

以降については、改めて公募により運営事業者を選定します。 

運営事業者 活動実施期間 変更前の担当区 変更後の担当区 

技研・地域共育推進

支援共同体（※１） 

R6.4.1～R9.3.31 

（3 年間） 
西・中村・南・天白 中村 

R6.4.1～R10.3.31 

（4 年間） 
熱田・港・守山・名東 熱田 

リーフラス株式会社 

R6.10.1～R7.3.31 

（6 ヶ月間） 
― 

西・港・南・守山 

名東・天白 

R3.9.1～R7.3.31 

（3 年 7 ヶ月間） 

千種・東・北・中・昭

和・瑞穂・中川・緑 
変更なし 


